
申込みから入所までの流れ  

まずはお申込みを（入所は申込み順ではありません）  

入所の必要性の高い方から優先的に入所できるよう、御本人の介護

度、介護者の状況、居住地などを点数化して優先順位を定め、施設はこ

の優先順位の順番で入所を判定しています。  

1.施設で申込み  

施設ごとに特色がありますので、施設にお越しいただき入所後の生活

をイメージしていただくことをお勧めします。  

入所申込みを希望される場合は、事前に施設にご連絡をお願いします。  

尚、東和荘は 1～ 4 人部屋の「従来型」多床室又は個室となっており

ます。  

 入所希望者ご本人の住民票が町内または知多半島にある場合、優先

順位を決める際に加点されます。  

※医療的ケアが必要な方は、対応可能か施設に事前にご相談ください。  

2.入居申込書類の作成、提出  

ご提出いただく書類一式は、当施設でご用意しております。  

要介護 3～ 5 の方  

「介護保険被保険者証」をご用意ください。  

更新手続き  

申込後、要介護度の認定有効期間の満了をもって、入所申込につい

ても有効期間の満了となります。その後も入所を希望される場合は、入所

申込書や新たな介護保険証の写し等、入所申込継続に必要な書類の作

成をお願いします。  

 



3.施設からの連絡  

 入所順位が上位となった入所希望者の申込者の方に、施設から連絡

し、個別訪問や面接等を実施します。  

 書類提出後は、入所順位が到来し、施設から連絡があるまでお待ちくだ

さい。  

※申込み後、分からないことがありましたら施設にご相談ください。  

4.入所決定の連絡  

施設の「入所判定委員会」において入所順位を決定し、施設から申込

者の方に入所決定の連絡を行います。  

5.入所契約、施設への入所  

入所に向けての契約手続きや準備を進め、施設に入所していただきま

す。  

 


